
平成２４年 ４月 １ 日 

 

利 用 者 各 位 

 

 

社会福祉法人生駒市社会福祉協議会 

 

「苦情申出窓口」について 

 

生駒市社会福祉協議会では、社会福祉法第８２条に基づき、苦情受付窓口を設置しています。苦情解決責任

者、苦情受付担当者及び公平な立場から利用者の苦情に対応する第三者委員、並びに苦情解決の方法について

下記のとおり、お知らせいたします。 

 

記 

 

１ 苦情解決責任者  

常務理事  長 田 二 郎  ℡（0743）75－0234 

 

 

２ 苦情受付担当者 

所  属 氏  名 連絡先（電話番号） ＦＡＸ 

事務局 多田 忍 0743-75-0234 0743-73-0533 

福祉センタ－ 小川 千恵里 0743-73-0700 0743-73-0294 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ幸楽 宮西 泰介 0743-74-3333 0743-74-3610 

 

 

３ 第三者委員 

渡 辺 一 城（ワタナベ カズクニ）  ℡ ０９０－５０４４－９６０１ 

  （天理大学人間学部 准教授） 

幸 元 淳 子（コウモト ジュンコ）  ℡ ０７４３－７４－０５５９ 

       （民生委員・児童委員） 

 

 

 

 

 

４ 苦情解決の方法 

(１) 苦情の受付 

苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接申し出

ることもできます。 

 

(２) 苦情受付の報告 

苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出人が第三者委員への報告を望

まない場合を除く。）に報告します。 

 

(３) 苦情解決のための話し合い 

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三

者委員の助言、立ち会いを求めることができます。 

なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは次により行います。 

ア．第三者委員による苦情内容の確認 

イ．第三者委員による解決案の調整、助言 

ウ．話し合いの結果や改善事項等の確認 

※苦情解決に関する話し合いは、苦情の内容、申出人の希望等により、苦情受付担当者と苦情申出人との間で

行われることがあります。 

 

(４) 苦情解決機関の紹介 

本事業者で解決できない苦情は、下記の機関に申し立てることができます。 

 

ア．奈良県運営適正化委員会（奈良県社会福祉協議会内） 

TEL FAX 0744-29-1212 

イ．奈良県国民健康保険団体連合会（介護保険関係のみ） 

TEL 0744-21-6811 FAX 0744-21-6822 ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-21-689 


